
告 示

�愛媛県告示第９０５号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２７年３月愛媛県

告示第３７１号及び第３７２号）に係る通知の相手方又はその所在が不分

明であるので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定によ

り、その通知の内容を大洲市役所及び内子町役場の掲示場に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

平成２７年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並びに大

洲市役所及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９０６号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２７年３月愛媛県

告示第３７１号及び第３７４号）に係る通知の相手方又はその所在が不分

明であるので、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定によ

り、その通知の内容を大洲市役所及び内子町役場の掲示場に掲示す

るとともに、次のとおりその要旨を告示する。

平成２７年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方
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○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………………………………………………………………………（中予地方局建築指導課）…７１７

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

喜多郡内子町大瀬中央２３、
９０ 寺 岡 フ ユ 森林所有者

喜多郡内子町大瀬中央６６
喜多郡大瀬村丑６９８番地２

酒 井 光 好
〃

喜多郡内子町大瀬中央４５
５６から４５５８まで、４５６２

松山市南斎院町１４２９番地１

田 中 佐登美
〃

喜多郡内子町大瀬中央４７
４９

神奈川県厚木市妻田東三丁目
１０番１８－４０１号
古 川 富 憲

〃

喜多郡内子町大瀬中央４７
７８、４７７８の２

喜多郡大瀬村子１１８番地

新 田 安 藏
〃

喜多郡内子町大瀬中央４８
１２、五百木２８７９、２８８０

喜多郡内子町内子３４７４番地

森 田 安 則
〃

喜多郡内子町大瀬中央４９
２０

松山市土居田町６４３番地

明 智 昭 生
〃

大洲市河辺町北平２６４５
喜多郡河辺村大字北平乙４１９５
番地
本 山 マサヨ

〃

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

喜多郡内子町石畳３２６８
喜多郡内子町大字石畳４０８０番
地
岡 本 徳 衛

森林所有者

喜多郡内子町石畳３２７９
喜多郡内子町大字石畳甲１５０９
番地
西 本 勇 記

〃

喜多郡内子町大瀬北１８１４、
１８１６、３００１、３０４１の２、
３０４１の３、３０４９

喜多郡内子町大字大瀬辰７８０
番地
西 岡 宏

〃

喜多郡内子町大瀬北３０３３、
３０５４

喜多郡内子町大字大瀬辰６９８
番地
冨士渕 實

〃

喜多郡内子町大瀬北３０３４
喜多郡内子町大字大瀬辰７８１
番地
冨 永 安 江

〃

大洲市河辺町北平４６１１、
４６１７、４６１９、４６８４、４７０３
から４７０７まで

喜多郡河辺村大字北平乙２８２７
番地
栗 田 増 雄

〃

大洲市河辺町北平４６１８
喜多郡肱川村大字北平甲２８２７
番地
栗 田 増 男

〃

大洲市河辺町北平４６２０
上浮穴郡浮穴村大字北平乙２８
２７番地
栗 田 重 男

〃
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２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並びに大

洲市役所及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９０７号
保安林の指定施業要件を変更する旨の通知（平成２７年３月愛媛県

告示第３７３号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるの

で、森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通

知の内容を内子町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりそ

の要旨を告示する。

平成２７年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所及び不分明又

は所在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

喜多郡内子町石畳４５６６の
２

喜多郡内子町大字石畳４５６０番
地
松 井 俊 範

森林所有者

喜多郡内子町石畳４５７５の
２

喜多郡内子町大字石畳４５２０番
地
窪 田 鹿 夫

〃

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度

変更後の立木の伐採の限度は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び内子

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９０８号
保安林の指定施業要件の変更（平成２７年３月愛媛県告示第２６０号）

に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法（昭

和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を宇和

島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示

する。

平成２７年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町下畑地丁
８５

大阪市港区新池田町二丁目３
番地３
村 上 忠 光

森林所有者

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９０９号
保安林の指定施業要件の変更（平成２７年３月愛媛県告示第２６０号）

に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、森林法（昭

和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の内容を宇和

島市役所の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要旨を告示

する。

平成２７年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

宇和島市津島町成字川ノ
上３０７の３

大阪府堺市石津北町９番地

山 本 類 男
森林所有者

２ 保安林として指定された目的

土砂の崩壊の防備

３ 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度

大洲市河辺町北平４６８５
上浮穴郡浮穴村大字小屋１０３
番戸
菊 地 ヨ シ

〃

大洲市河辺町北平４６８８、
４６８９

喜多郡河辺村大字北平乙２８２７
番地
栗 田 正 春

〃

大洲市河辺町北平４７０１
喜多郡河辺村大字北平１８６番
戸
寄 本 安次郎

〃

喜多郡内子町石畳１９６４、
１９９０

喜多郡内子町大字石畳２１００番
地
宮 本 義 友

〃

喜多郡内子町石畳１９７２、
１９７３

喜多郡内子町大字石畳２０２０番
地
奥 田 欣 衛

〃

喜多郡内子町石畳１９７５、
１９７７

東京都世田谷区宮坂三丁目４
番１－５０４号
石 村 美 樹

〃

喜多郡内子町石畳１９７６ 村 中 〃

喜多郡内子町石畳１９７９
喜多郡内子町大字石畳２０７５番
地
政 岡 章

〃

喜多郡内子町立石２８１０
松山市泉町１１５番地５

大 野 正 男
〃

喜多郡内子町本川３７４１の
１ 亀 岡 保 利 〃

喜多郡内子町本川３７４７の
１、３７４７の３ 井手本 政 邦 〃

喜多郡内子町大瀬中央６６
７３の２

喜多郡大瀬村子９１７番地

松 本 五郎衞
〃
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次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９１０号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条の２第１項の規定に

より、次のとおり指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判

定を行わせることとした。

平成２７年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

株式会社愛媛建築住宅センター

愛媛県松山市宮田町１８６番地４

２ 業務区域

愛媛県全域

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

本 社 愛媛県松山市宮田町１８６番地４

東 予 支 店 愛媛県西条市大町１４１２番地２

南 予 支 店 愛媛県大洲市東大洲４５９番地３

４ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務

判定を要する全ての建築物に係る判定の業務

５ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務の開始の日

平成２７年６月１日

６ 構造計算適合性判定を行わせることとした日

平成２７年６月１日

�������
�愛媛県告示第９１１号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条の２第１項の規定に

より、次のとおり指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判

定を行わせることとした。

平成２７年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

一般財団法人日本建築総合試験所

大阪府吹田市藤白台５丁目８番１号

２ 業務区域

愛媛県全域

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

一般財団法人日
本建築総合試験
所構造判定セン
ター

大阪府大阪市中央区内本町２丁目４番７号

４ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務

判定を要する全ての建築物に係る判定の業務

５ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務の開始の日

平成２７年６月１日

６ 構造計算適合性判定を行わせることとした日

平成２７年６月１日

�������
�愛媛県告示第９１２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条の２第１項の規定に

より、次のとおり指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判

定を行わせることとした。

平成２７年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

株式会社建築構造センター

東京都新宿区新宿１丁目８番１号大橋御苑駅ビル６階

２ 業務区域

愛媛県全域

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

本 社 東京都新宿区新宿１丁目８番１号大橋御苑駅ビル６
階

東 北 事 務 所 宮城県仙台市青葉区本町２丁目１０番２８号カメイ仙台
グリーンシティ３階

福 島 事 務 所 福島県郡山市中町１１番５号やまのいビル１００３号室

埼 玉 事 務 所 埼玉県さいたま市浦和区高砂２丁目２番３号さいた
ま浦和ビルディング３階

神奈川事務所 神奈川県横浜市西区北幸２丁目３番１９号日総第８ビ
ル８階

愛 知 事 務 所 愛知県名古屋市中区栄４丁目１４番２号久屋パークビ
ル７階

山 陰 事 務 所 島根県松江市中原町６番地

岡 山 事 務 所 岡山県岡山市北区内山下１丁目３番１９号成広ビル２
階

広 島 事 務 所 広島県広島市中区八丁堀１５番６号広島ちゅうぎんビ
ル７０４－２号室

愛 媛 事 務 所 愛媛県松山市三番町７丁目１３番１３号ミツネビルディ
ング６０１号室

佐 賀 事 務 所 佐賀県佐賀市駅前中央１丁目９番３８号いちご佐賀ビ
ル７０４号室

長 崎 事 務 所 長崎県長崎市万才町３番４号長崎ビル８階

宮 崎 事 務 所 宮崎県宮崎市川原町５番１０号ミネックス川原８階

鹿児島事務所 鹿児島県鹿児島市西千石町１１番２１号鹿児島ＭＳビル
２階Ｂ号室

沖 縄 事 務 所 沖縄県浦添市牧港５丁目６番８号沖縄県建設会館４
階

４ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務

判定を要する全ての建築物に係る判定の業務

５ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務の開始の日

平成２７年６月１日

６ 構造計算適合性判定を行わせることとした日

平成２７年６月１日
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�愛媛県告示第９１３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条の２第１項の規定に

より、次のとおり指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判

定を行わせることとした。

平成２７年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

ビューローベリタスジャパン株式会社

神奈川県横浜市中区山下町１番地

２ 業務区域

愛媛県全域

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

東京御茶ノ水事
務所 東京都千代田区神田駿河台２丁目８番

横 浜 事 務 所 神奈川県横浜市西区高島２丁目１９番１２号

４ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務

判定を要する全ての建築物に係る判定の業務

５ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務の開始の日

平成２７年６月１日

６ 構造計算適合性判定を行わせることとした日

平成２７年６月１日

�������
�愛媛県告示第９１４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条の２第１項の規定に

より、次のとおり指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判

定を行わせることとした。

平成２７年７月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 名称及び住所

一般財団法人日本建築センター

東京都千代田区神田錦町一丁目９番地

２ 業務区域

愛媛県全域

３ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

本 部 東京都千代田区神田錦町一丁目９番地

大 阪 事 務 所 大阪府大阪市中央区南本町一丁目７番１５号

４ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務

判定を要する全ての建築物に係る判定の業務

５ 行わせることとした構造計算適合性判定の業務の開始の日

平成２７年６月１日

６ 構造計算適合性判定を行わせることとした日

平成２７年６月１日

�������
�愛媛県告示第９１５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２７年７月１４日

愛媛県東予地方局長 渡 瀬 賢 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２７年７月３日

３ 指定道路の位置

四国中央市川之江町字八反田１０６７番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．０７メートル

� 幅員 ４．５０メートル

�愛媛県告示第９１６号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２７年７月１４日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第９１７号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１９第２項の規定により、指定障害児通所支援事業者から次のとおり指定障害児通所支

援事業を廃止する旨の届出があった。

平成２７年７月１４日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０１００６３１ 一般社団法人愛キッズ 東温市樋口甲８７－２ 渡 部 史 紀 児童発達支援 発達支援ルーム愛キッ
ズ

松山市松末２丁目１－
５０

平成２７年
７月１日

３８５０１００６３１ 一般社団法人愛キッズ 東温市樋口甲８７－２ 渡 部 史 紀 放課後等デイ
サービス

発達支援ルーム愛キッ
ズ

松山市松末２丁目１－
５０

平成２７年
７月１日
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�愛媛県告示第９２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

北条市北条土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２７年７月１４日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�愛媛県告示第９１８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２７年７月１４日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第９１９号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２７年７月１４日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�愛媛県告示第９２０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２７年７月１４日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

廃止に係る指定障害児通所支援事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０１００５５７ 株式会社Ｃｒｅｗ 沖縄県国頭郡金武町字
金武４３４８－２ 渡 部 史 紀 児童発達支援 発達支援ルーム愛キッ

ズ
松山市松末２丁目１－
５０

平成２７年
６月３０日

３８５０１００５５７ 株式会社Ｃｒｅｗ 沖縄県国頭郡金武町字
金武４３４８－２ 渡 部 史 紀 放課後等デイ

サービス
発達支援ルーム愛キッ
ズ

松山市松末２丁目１－
５０

平成２７年
６月３０日

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社アスレヤマト デイフィットＡＳＲＥ和とべ 愛媛県伊予郡砥部町重光１８１番地４ 平成２７年５月１日 通所介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社アスレヤマト デイフィットＡＳＲＥ和とべ 愛媛県伊予郡砥部町重光１８１番地４ 平成２７年５月１日 介護予防通所介護

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１５００４３２ 社会福祉法人 愛隣園 松山市神田町３番１９号 佐々木 信 也 居宅介護 ホームヘルプサービス
ガリラヤ荘 東温市南方１７６６番地１ 平成２７年

７月１日

３８１１５００４３２ 社会福祉法人 愛隣園 松山市神田町３番１９号 佐々木 信 也 重度訪問介護 ホームヘルプサービス
ガリラヤ荘 東温市南方１７６６番地１ 平成２７年

７月１日

〃 北 尾 幸 一 松山市北条１１０９番地１

〃 伊 田 憲 弘 松山市北条４７９番地１

〃 豊 田 英 一 松山市北条８１９番地

〃 森 田 浩 敏 松山市北条３６２番地８

〃 森 田 務 松山市北条５６１番地３

〃 高 橋 次 雄 松山市北条５１６番地

〃 野 田 繁 松山市北条９２４番地２

監 事 越 智 眞之助 松山市北条４５２番地６

〃 野 村 峯 雄 松山市北条５１２番地１
役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 田 稔 松山市北条９４０番地
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�愛媛県告示第９２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２７年７月１４日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２７中局建（開）第１５号

平成２７年７月３日
伊予郡松前町大字昌農内字天王６４９番２、６４９番３

松山市古川北２丁目９番２４号

ブライムクラニア３０１号

喜 安 伸 祐

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 伊 田 稔 松山市北条９４０番地

〃 北 尾 幸 一 松山市北条１１０９番地１

〃 伊 田 憲 弘 松山市北条４７９番地１

〃 豊 田 英 一 松山市北条８１９番地

〃 森 田 治 敏 松山市北条３６２番地８

〃 森 田 務 松山市北条５６１番地３

〃 高 橋 次 雄 松山市北条５１６番地

〃 北 尾 安 弘 松山市北条９８３番地

監 事 越 智 眞之助 松山市北条４５２番地６

〃 野 村 峯 雄 松山市北条５１２番地１

平成２７年７月１４日 発行

愛 媛 県 報平成２７年７月１４日 第２６８９号

７１７


